
わかりやすい税務判例・事例情報誌 No.1522

資産税広報
《主 な も く じ》

●資産をめぐる税務

［問答式］

■シリーズ相続と贈与に関する税務 《相続税の納税義務者》

▼代襲相続において養子縁組前からいる子供及び養子縁組後にできた子供の

取扱い …… 2

□判・審判事例特報

共同相続人や遺産の範囲は確定しており、客観的に遺産分割ができ得る状態

であったから、請求人が行った相続税の申告期限から３年以内に遺産が分割

されなかったことについてのやむを得ない事由の承認申請を却下した処分は

適法である …… 4

●ニュース

警察庁／2018年 認知症の不明者／６年連続最多 １万7,000人 …… 16

旬

刊



資産をめぐる税務

問答式

■シリーズ相続と贈与に関する税務

《退職手当金等》

◆

代襲相続において養子縁組

前からいる子供及び養子縁

組後にできた子供の取扱い

◆

◇質 問◇

養親の相続において、養子がすでに亡

くなっており、その養子に子供がいる場

合、それが養子縁組前からいる子供なの

か、養子縁組後にできた子なのかで、扱

いが異なるそうですが、どのように異な

るのでしょうか。

（東京都･ＮＨ氏）

◆回 答◆

民法では、養子という制度が定められてお

り、その中に「養子は、縁組の日から、養親

の嫡出子の身分を取得する」とあります。つ

まり、養子も、血のつながった子供と同様の

権利を有することとなり、当然に、養親の相

続において法定相続人として関係してくるこ

ととなります。

ただ、実の親との関係で相続人になるか否

かは、養子縁組の中で分類される「普通養子

縁組」か「特別養子縁組」かで結論が異なる

ので、注意が必要です。

「普通養子縁組」とは、一般的な養子縁組

です。後記の特別養子縁組と区別するために

こう呼ばれています。普通養子縁組は、当事

者同士の同意により戸籍を届け出ることによ

って行います。

普通養子縁組をするには、最低限、「親子

関係を創設する意思」が必要となりますが、

これは「元の親子関係を終わらせる」という

意味は全くありません。あくまでも、「縁組

によって養親側の家系を保持する」ことを目

的とした側面をもつ制度であり、実親との親

子関係は継続することになります。



結果として、二重（またはそれ以上）の親

子関係ができあがります。養子の戸籍におい

ても、養親と並んで実親の名前が記載される

ことになります。

一方、「特別養子縁組」とは、非常に特別

な状況においてのみ認められる縁組関係であ

り、家庭裁判所の審判によって行われます。

この制度は、特別養子縁組が認められるた

めの一つの要件として「父母による養子とな

る者の監護が著しく困難又は不適当であるこ

とその他特別の事情がある場合において、子

の利益のため特に必要があると認めるとき」

とあるように、子供の福祉のためという側面

が強いものです。そのため、特別養子縁組は

実親含め、従前までの親子関係を全て断ち切

り、新たな親子関係を創設するという特徴を

持ち、この点で普通養子縁組と異なります。

戸籍上も、実親の戸籍から養子を抜き出す

ことで、親子関係を切ります。

以上のとおり、普通養子縁組と特別養子縁

組の一番の違いは、元々の親子関係が継続す

るか否かという点にあります。

実親との親子関係が続く普通養子縁組では、

養子となった子であっても、実親の相続人と

なることができます。つまり、養親の相続人

でもあり、実親の相続人でもあるということ

です。一方、実親との親子関係が終了する特

別養子縁組では、養子となった子は、実親の

相続人となることはできません。

なお、これらはあくまでも「養子」につい

ての話であり、普通養子縁組においても、養

親と実親との関係はアカの他人のままですの

でご注意ください。

さて、ここまでは「実親の相続人となるか

という」非常に簡単な話であり、あまり難し

く考える必要はないのですが、養子縁組が関

係する相続で代襲相続が絡むと、少し話が複

雑化します。

代襲相続とは、相続人である子、または兄

弟姉妹が、相続が開始した時点で既に死亡し

ていたり、相続できない事情があったりする

ときに、その相続人の子が代わって相続人と

なることです。

被相続人の子の代襲相続については、次の

ような規定（民法887 第２項）があります。

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡し

たとき、又は第891条の規定に該当し、若し

くは廃除によって、その相続権を失ったとき

は、その者の子がこれを代襲して相続人とな

る。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、

この限りでない。

すなわち、養親の相続において、養子がす

でに亡くなっており、その養子に子供がいる

場合、それが養子縁組前からいる子供なのか、

養子縁組後にできた子なのかで、扱いが異な

るのです。

前述したように、養子は「縁組の日から」

養親の嫡出子の身分を取得します。この「縁

組の日から」について、判例では養子縁組前

に生まれていた子は養親との間で法定血族関

係を生じず、養親の直系卑属に当たらないと

されています。つまり、養子縁組前に生まれ

ていた子には代襲相続が認められないのです。

養子の子が、養子が養親と養子縁組をした

後に生まれたときは、養子の子は養親の代襲

相続人となり得ます。養親と養子は養子縁組

をすることにより血族間と同じ親族関係とな

り、その後に生まれた子は、養親の直系卑属

になります。

これはあくまで養親の相続についての話で

す。実親の相続においては、普通養子縁組で

は通常の代襲相続となり、特別養子縁組では、

そもそもの相続関係が認められないため、当

然に代襲相続となりません。



□判・審判事例特報

共同相続人や遺産の範囲は確定してお
り、客観的に遺産分割ができ得る状態
であったから、請求人が行った相続税
の申告期限から３年以内に遺産が分割
されなかったことについてのやむを得
ない事由の承認申請を却下した処分は
適法である

棄却

〔国税不服審判所＝平成26年６月２日

・裁決〕

□問 題

《事 実》

遺産が未分割であることについてやむ

を得ない事由がある旨の各承認申請

(1) 事案の概要

審査請求人Ａ（以下、請求人Ａという）

及び同Ｄ（以下、請求人Ｄといい、これら

２名を併せて請求人らという）が、租税特

別措置法（平成22年３月法律第６号による

改正前のもの。以下、措置法という）第69

条の４《小規模宅地等についての相続税の

課税価格の計算の特例》第１項に規定する

特例（以下、本件特例という）の適用を受

けるため、原処分庁に対して、遺産が未分

割であることについてやむを得ない事由が

ある旨の各承認申請をしたところ、原処分

庁が、同条第４項ただし書に規定する政令

で定めるやむを得ない事情があるとは認め

られないとして、当該各承認申請をいずれ

も却下する各処分をしたことから、請求人

らが、当該各処分の取消しを求めた。

(2) 審査請求に至る経緯

イ 請求人ら及びＥ（以下、相続人Ｅといい、

請求人らと併せて本件相続人らという）は、

平成21年４月○日（以下、本件相続開始日



という）に死亡したＦ（以下、本件被相続

人という）の相続（以下、本件相続という）

に係る相続税に関し、分割されていない財

産については、相続税法第27条《相続税の

申告書》の規定による申告書の提出期限

（以下、申告期限という）後３年以内に分

割する見込みであるとして、「申告期限後

３年以内の分割見込書」を添付した上で、

平成22年２月４日、相続税の申告書（以下、

本件申告書という）を共同で原処分庁に提

出して、相続税の期限内申告（以下、本件

申告という）をした。

ロ 本件相続人らは、平成25年２月12日、①

本件特例の適用を受けるための「遺産が未

分割であることについてやむを得ない事由

がある旨の承認申請書」（以下、本件承認

申請書」という）及び②平成21年３月法律

第13号による改正前の租税特別措置法第69

条の５《特定事業用資産についての相続税

の課税価格の計算の特例》第１項に規定す

る特例（当該特例は平成21年３月31日をも

って廃止されている）の適用を受けるため

の「遺産が未分割であることについてやむ

を得ない事由がある旨の承認申請書」を、

いずれも共同で原処分庁に提出して、遺産

が未分割であることについてやむを得ない

事由がある旨の各承認申請をした。

ハ 原処分庁は、平成25年３月29日付で、上

記ロの①及び②の各承認申請をいずれも却

下する各処分をし、その却下書謄本は、本

件相続人らに対し、同月30日に送達された。

ニ 本件相続人らは、平成25年５月23日、本

件相続人らがした上記ロの①及び②の各承

認申請に対する各却下処分を不服として共

同で異議申立てをしたところ、異議審理庁

は同年７月２日付で、いずれも棄却の異議

決定をし、その決定書謄本は、総代であっ

た請求人Ａに対し、同月６日に送達された。

ホ 本件相続人らは、平成25年８月１日、異

議決定を経た後の上記ロの①の承認申請に

対する各却下処分（以下、当該各却下処分

のうち請求人らに対する各却下処分を本件

特例各却下処分という）に不服があるとし

て、審査請求をし、同日、請求人Ａを総代

として選任する旨を届け出た。

なお、相続人Ｅは、平成26年４月３日、

上記審査請求を取り下げた。

(3) 基礎事実

以下の事実は、請求人ら及び原処分庁の双

方に争いがなく、審判所の調査の結果によっ

てもその事実が認められる。

イ 本件相続に係る共同相続人は、本件被相

続人の長女である相続人Ｅ、同長男である

請求人Ａ及び同二男である請求人Ｄの３名

（本件相続人ら）である。

ロ 本件相続については、本件申告の時点

（平成22年２月４日）では遺産分割が未了

であり、本件申告書の第11表「相続税がか

かる財産の明細書」の「遺産の分割状況」

の「区分」欄には、「全部未分割」の項目

に○印が付されていた。また、本件申告書

に添付された「申告期限後３年以内の分割

見込書」（上記(2)のイ）には、分割されて

いない理由として、分割協議が調わないた

めである旨が、また、分割の見込みの詳細

として、速やかに分割協議の場を設ける旨

が、それぞれ記載されていた。

ハ 平成25年２月12日に原処分庁に対して提

出された本件承認申請書（上記(2)のロ）

には、遺産が未分割であることについての

やむを得ない事由として、弁護士立会いの

下で計11回の分割協議を行い、大筋で本件

相続人らの間の合意がみられるが、いまだ

分割が確定するに至っていない旨が記載さ

れていた。



ニ 本件特例各却下処分の却下書（上記(2)

のハ）には、その処分の理由として、請求

人らが主張する要旨次の(イ)ないし(ハ)の

各事情は、相続税法施行令第４条の２《配

偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産

分割の特例》第１項に規定するやむを得な

い事情があるとは認められない旨が記載さ

れていた。

(ｲ) 相続財産が多数多額に上るため、各財

産の評価方法の採用について時間を要した。

(ﾛ) 遺産分割協議の調停役を担っていた弁

護士の不手際により、話合いの場が設けら

れたものの、約２年間何の進展もみられな

かった。

(ﾊ) 弁護士を擁しての話合いの方法を選択

した結果、遺産分割協議が遅延し、通常の

家事調停でもまれな合計14回に及ぶ遺産分

割協議を行ったが、遺産分割が調わなかっ

た。

(4) 争点

本件について、措置法第69条の４第４項

ただし書に規定する「政令で定めるやむを

得ない事情がある場合」に該当するか否か。

具体的には、本件相続に係る財産が本件

相続に係る申告期限の翌日から３年を経過

する日（以下、本件申告期限３年経過日と

いう）までに分割されなかったこと及び当

該財産の分割が遅延したことにつき、租税

特別措置法施行令（平成22年３月政令第58

号による改正前のもの。以下、措置法施行

令という）第40条の２《小規模宅地等につ

いての相続税の課税価格の計算の特例》第

11項の規定により準用される相続税法施行

令第４条の２第１項第４号に規定する「税

務署長においてやむを得ない事情があると

認める場合」に該当するか否か。

請求人らの主張

相続人ら各人の納得のいく評価方法を

採用するには、相当の時間を要した

次のとおり、本件相続に係る財産が本件申

告期限３年経過日までに分割されなかったこ

と及び当該財産の分割が遅延したことにつき、

相続税法施行令第４条の２第１項第４号に規

定する「税務署長においてやむを得ない事情

があると認める場合」に該当するから、措置

法第69条の４第４項ただし書に規定する「政

令で定めるやむを得ない事情がある場合」に

該当する。

(1) 相続税法施行令第４条の２第１項第４

号に規定する「税務署長においてやむを得

ない事情があると認める場合」に該当する

かどうかは、相続税法基本通達（昭和34年

１月28日付直資10国税庁長官通達）19の２

－15《やむを得ない事情》（以下、本件通

達という）により判断すべきではない。す

なわち、本件通達は、上記「税務署長にお

いてやむを得ない事情があると認める場

合」とは、「次に掲げるような事情により

客観的に遺産分割ができないと認められる

場合をいう」と定めているが、法令の文理

上「客観的」という文言はないのであって、

税務署長は、一定の裁量権の下、個別具体

的事案について一般に日本国民が常識的に

やむを得ないと判断する程度の事情があれ

ば、上記「税務署長においてやむを得ない

事情があると認める場合」に該当すると判

断すべきものである。

(2) 本件については、次のとおり、一般に

日本国民が常識的にやむを得ないと判断す

る程度の事情があったものである。



イ 本件相続人らが本件相続に係る遺産分割

協議をするに当たり、相続人Ｅは弁護士を

依頼したが、当初（平成21年７月）選任し

た弁護士の多忙、病気による別の弁護士へ

の交代等の請求人らの責めに帰すことので

きない第三者の事情と当該事情に基づく弁

護士の解任により、本件相続に係る遺産分

割協議は、最初の約２年間は何の進展も見

られなかった。

ロ その後、相続人Ｅは平成23年６月に新た

な弁護士を選任し直し、本件相続人らは、

法律の専門家である弁護士を交えて本件相

続に係る遺産分割協議を行っており、通常

の家事調停に匹敵する時間や回数を重ねて

協議を行ってきた。なお、本件相続人らが

家事調停等の方法を選択しなかったのは、

当該方法では早期解決が難しいと考えたた

めであり、法律の専門家である弁護士が間

に入った任意の遺産分割協議は、家事調停

と同様の法律的解決方法として妥当な選択

である。

ハ 本件相続に係る財産が多数・多額に上っ

たため、各財産を把握した上で一つ一つの

財産の事情を勘案し、本件相続人ら各人の

納得のいく評価方法を採用するには、相当

の時間を要した。

原処分庁の主張

分割協議が進展しない中、何ら対応す

ることなくその状況を受け入れていた

次のとおり、本件相続に係る財産が本件申

告期限３年経過日までに分割されなかったこ

と及び当該財産の分割が遅延したことにつき、

相続税法施行令第４条の２第１項第４号に規

定する「税務署長においてやむを得ない事情

があると認める場合」に該当しないから、措

置法第69条の４第４項ただし書に規定する

「政令で定めるやむを得ない事情がある場合」

に該当しない。

(1) 相続税法施行令第４条の２第１項第４

号に規定する「税務署長においてやむを得

ない事情があると認める場合」とは、同項

第１号に規定する「当該相続又は遺贈に関

する訴えの提起がされている場合」などと

異なり、税務署長が、個々の具体的事例に

即し、客観的な事実に基づいて認定するこ

ととなるが、そのよりどころとする判断の

基準が必要となることから、本件通達にお

いてその判断基準が定められており、「客

観的に遺産分割ができないと認められる場

合」をいうものとされている。

(2) 次のとおり、請求人らの主張する事情

はいずれも請求人らの自己都合すなわち主

観的事情にすぎず、本件通達に定める「客

観的に遺産分割ができないと認められる場

合」には該当しない。

イ 本件相続に係る遺産分割協議において相

続人Ｅが弁護士を代理人に選任し、当該遺

産分割協議が進展しない中、何ら対応する

ことなく、相当期間その状況を受け入れて

いたのは、請求人ら自身の判断によるもの

であり、それらのことが、当該遺産分割協

議が遅延した一因である。したがって、相

続人Ｅが当初依頼した弁護士の事情等によ

り、本件相続に係る遺産分割協議が請求人

らの思惑どおりに進まなかったとしても、

請求人らの責めに帰すべき事情がないとは

いえない。

ロ 本件相続に係る遺産分割協議が、通常の

家事調停に匹敵する体裁を備えかつ実質的

協議が行われたものであったとしても、家

事調停は、公的機関である家庭裁判所にお



いて法律の規定に基づいて行われるもので

あるのに対して、任意の遺産分割協議は、

法律家を交えた協議を行っているとしても、

飽くまで任意の話合いにより行われるもの

であり、両者の性質が異なることは明らか

である。

■結 論

《裁 決》
本件においては、客観的に遺産分割が

できない状態にあったとはいえない

(1) 法令解釈等

イ 本件特例が適用される場合について

(ｲ) 本件特例は、被相続人等の事業の用又

は居住の用に供されていた小規模な宅地等

（措置法第69条の４第１項に規定する特例

対象宅地等をいう。以下同じ）については、

一般に、それが相続人等の生活基盤の維持

のために欠くことができないものであって、

相続人等において事業の用又は居住の用を

廃してこれを処分することに相当の制約が

あるのが通常であることから、相続税の課

税上、政策的な観点から一定の減額をする

こととしたものである。

(ﾛ) そして、本件特例は、特例対象宅地等

を取得する者が当該宅地等の上で被相続人

の事業を継続する者又は居住を継続する者

等であるか否かによって減額割合を異にす

る（措置法第69条の４第１項、同条第３項）

ので、本件特例が適用されるためには、そ

の特例対象宅地等を誰が取得するかを確定

しなければ、その減額割合がいくらになる

のかを判定することができない。そのため、

措置法は、本件特例が適用されるための要

件として、原則として、相続税の申告期限

までにその特例対象宅地等が相続人等の間

で分割されていることを求めている（措置

法第69条の４第４項本文）。

もっとも、遺産分割については、実際上、

相続税の申告期限までに特例対象宅地等を

分割できない場合もあり、その場合に相続

人等が常に本件特例による一定の軽減を受

けられないというのは酷であるが、とはい

え、遺産分割ができ得る状態にあるにもか

かわらず遺産分割がされないままでは、い

つまでも相続税額が確定しないこととなっ

て問題である。そこで、措置法は、これら

の事情を総合勘案し、遺産分割がされてい

ない特例対象宅地等が、①相続税の申告期

限までに分割されなかったとしても、特別

な事情がない場合において遺産を分割する

のに十分な期間であると考えられる申告期

限から３年以内に分割された場合と、②上

記①の期間が経過するまでの間に分割され

なかったとしても、分割されなかったこと

につき、措置法施行令第40条の２第11項で

定めるやむを得ない事情がある場合におい

て、同項で規定するところにより納税地の

所轄税務署長の承認を受けたときで、分割

ができることとなった日として同項が規定

する日の翌日から４月以内に分割された場

合には、例外として、本件特例を適用する

ことができることとしている（措置法第69

条の４第４項ただし書）。

ロ 措置法第69条の４第４項ただし書に規定

する「政令で定めるやむを得ない事情があ

る場合」について

(ｲ) 措置法第69条の４第４項ただし書に規

定する「政令（措置法施行令第40条の２第

11項）で定めるやむを得ない事情がある場

合」について、同項の規定により準用され

る相続税法施行令第４条の２第１項は、①



当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日か

ら３年を経過する日において、○ア当該相続

又は遺贈に関する訴えの提起がされている

場合（同項第１号）、○イ当該相続又は遺贈

に関する和解、調停又は審判の申立てがさ

れている場合（同項第２号）、○ウ当該相続

又は遺贈に関し、民法第907条《遺産の分

割の協議又は審判等》第３項若しくは同法

第908条《遺産の分割の方法の指定及び遺

産の分割の禁止》の規定により遺産の分割

が禁止され、又は同法第915条《相続の承

認又は放棄をすべき期間》第１項ただし書

の規定により相続の承認若しくは放棄の期

間が伸長されている場合（同項第３号）を

規定しているほか、②相続又は遺贈に係る

財産が当該相続又は遺贈に係る申告期限の

翌日から３年を経過する日までに分割され

なかったこと及び当該財産の分割が遅延し

たことにつき税務署長においてやむを得な

い事情があると認める場合（同項第４号）

を規定している。

(ﾛ) 上記(ｲ)のうち、①○ア相続税法施行令第

４条の２第１項第１号の事情は、相続人又

は遺産の範囲や遺言の効力など遺産の分割

の前提となる事項について争いが存在し、

解決のための法的手続（訴訟）がとられて

いる場合が想定され、○イ同項第２号の事情

は、遺産の分割に向けた法的手続がとられ

ている場合が想定され、○ウ同項第３号の事

情は、遺産の分割が法的に不可能な状態に

ある場合が想定されているということがで

きる。

そして、②相続税法施行令第４条の２第

１項第４号に規定する、相続に係る財産が

当該相続に係る申告期限の翌日から３年を

経過する日までに分割されなかったこと及

び当該財産の分割が遅延したことにつき

「税務署長においてやむを得ない事情があ

ると認める場合」については、税務署長が

個々の具体的な事実関係に基づいてやむを

得ない事情の有無を認定することとなると

ころ、本件特例の趣旨（上記イの(ｲ)）及

び本件特例が適用されるのを一定の場合に

限った趣旨（上記イの(ﾛ)）からすると、

同項第１号ないし第３号に掲げる場合と同

視し得る事情があると認められる場合（す

なわち、相続人又は遺産の範囲などの遺産

の分割の前提となる事項について争いが存

在し解決のための法的手続（訴訟）がとら

れている場合、遺産の分割に向けた法的手

続がとられている場合、及び遺産の分割が

法的に不可能な状態にある場合と同視し得

る事情があると認められる場合）をいうも

のと考えられ、相続人又は遺産の範囲など

の遺産の分割の前提となる事項について争

いがなく、客観的に遺産分割ができ得る状

態にあるにもかかわらず、相続に係る申告

期限の翌日から３年を経過する日までに遺

産のうち特例対象宅地等が分割されなかっ

た場合には、本件特例の対象とすべきでは

ないと考えられる。

したがって、相続税法施行令第４条の２

第１項第４号に規定する「税務署長におい

てやむを得ない事情があると認める場合」

に該当するか否かの判断は、相続に係る申

告期限の翌日から３年を経過する日におい

て、客観的に遺産分割ができないと認めら

れる状態にあったといえるか否か（本件特

例の適用においては、遺産のうち特例対象

宅地等の分割ができないと認められる状態

にあったといえるか否か）により行うこと

が相当である。

(ﾊ) なお、本件通達は、相続税法施行令第

４条の２第１項第４号に規定する「税務署

長においてやむを得ない事情があると認め

る場合」に該当するか否かの判断を客観的



に遺産分割ができないと認められる状態に

あったか否かにより行うことを示すととも

に、このような客観的に遺産分割ができな

いと認められる場合の具体例を例示的に示

したものとして、当審判所においても相当

であると考える。

(2) 認定事実

請求人ら提出資料、原処分関係資料及び審

判所の調査の結果によれば、次の事実が認め

られる。

イ 本件相続の開始までの経緯について

(ｲ) 本件被相続人及び本件相続人らは、平

成21年２月23日、平成19年９月○日に死亡

したＧ（本件被相続人の妻であり、本件相

続人らの母である）を被相続人とする相続

（以下、本件一次相続という）に関し、遺

産分割協議を成立させた。

(ﾛ) 相続人Ｅは、上記(ｲ)の遺産分割協議に

基づき本件一次相続により取得した預金の

一部について、これを払い戻した請求人ら

から取戻しの必要があると考えていた（な

お、相続人Ｅは、本件相続開始日（平成21

年４月○日）までに、一部の取戻しは了し

たが、取戻し未了の額が残っていると考え

ていた）。

ロ Ｈ法律事務所に所属する弁護士が関与し

た本件相続に係る遺産分割協議の経過につ

いて

(ｲ) 相続人Ｅは、平成21年７月１日、Ｈ法

律事務所に所属するＪ弁護士及びＫ弁護士

に対して、本件相続に係る遺産分割協議の

前提としての相続財産の調査等を委任し、

その後、本件相続に係る遺産分割の交渉等

を委任した（なお、上記の各委任に係る事

務の処理については、Ｈ法律事務所に所属

するＬ弁護士も関与することとなった）。

他方、請求人らは本件相続に係る遺産分

割の交渉等を弁護士に委任していなかった。

(ﾛ) Ｍ社（以下、本件不動産業者という）

は、Ｈ法律事務所から、本件相続に係る遺

産のうち、ａ県ｂ市ｅ町○－○所在の宅地

を除く各不動産の評価の依頼を受け、価格

時点を平成21年12月10日とする当該各不動

産の不動産評価書（以下、本件評価書とい

う）を作成した（なお、当該各不動産の中

には本件被相続人と請求人らほかとの共有

物件もあったが、本件被相続人の持分だけ

でなく他の者の持分も含む価額として評価

されていた）。

なお、本件相続人らは、平成22年２月４

日にした本件申告においては、本件相続に

係る遺産のうちの各不動産について、財産

評価基本通達（昭和39年４月25日付直資56

ほか国税庁長官通達）の定めにより評価し

た評価額（以下、相続税評価額という）に

基づき申告をした。

(ﾊ) Ｌ弁護士は、平成22年10月４日、相続

人Ｅに対して、本件相続に係る遺産分割案

及びこれに基づく遺産分割協議書案（以下、

これらを併せて本件Ｈ分割案という）を提

示した。

本件Ｈ分割案では、①本件相続に係る遺

産として、本件申告書に記載されていた相

続財産のほかに、○ア出資金10,000円（Ｎ信

用金庫ｆ支店）及び○イ普通預金4,767円（Ｐ

銀行ｇ支店No.○○○○）が追加され、ま

た、②本件評価書の対象の各不動産の評価

額は、本件評価書に記載された評価額に本

件被相続人の持分割合を乗じた価額とされ

ていた。

(ﾆ) 請求人ら及びＬ弁護士らは、平成22年

11月24日、本件相続に係る遺産分割協議を

行い、代償分割の方法により分割すること

となれば、今後は代償金の額が協議の焦点



となるため、遺産のうち不動産についての

み本件不動産業者に再評価を依頼するとい

うことでよいかといった点につき、本件相

続人ら各自の考えを検討することとなった。

(ﾎ) その後、かねてより本件相続に係る遺

産分割協議の進捗状況がはかばかしくない

などと感じていた相続人Ｅは、平成23年３

月頃、本件相続に係る相続財産の調査等及

び遺産分割の交渉等に係る委任について、

Ｊ弁護士及びＫ弁護士を解任した。

なお、その後、相続人Ｅは、Ｑ弁護士会

に対して、Ｊ弁護士及びＫ弁護士を相手方

とする紛議調停を申し立て、平成24年○月

○日、両弁護士が相続人Ｅに対して、着手

金の一部及び預り金の精算金を支払う旨の

紛議調停が成立した。

ハ Ｒ弁護士が関与した本件相続に係る遺産

分割協議の経過について

(ｲ) 相続人Ｅは、平成23年６月３日、Ｒ弁

護士に対して、請求人らを相手方とする、

①本件相続に係る遺産分割の交渉と、②本

件一次相続及び本件相続に係る相続債務の

分担返済の交渉を委任した。

(ﾛ) Ｒ弁護士は、平成23年11月10日付の申

入書により、請求人らに対して、相続人Ｅ

としては、①請求人らが払い戻した相続人

Ｅが本件一次相続により取得した預金の一

部（上記イの(ﾛ)）を請求人らから返済し

てもらう必要があると考えていること、②

本件相続に係る遺産のうち、賃貸不動産か

らの収入を精算する必要があるところ、賃

貸不動産の一部について予定されている改

修工事の費用は、当該不動産を取得する者

が負担する形で精算する必要があると考え

ていること、③本件相続に係る遺産は、同

月８日現在の一覧表（評価額は本件Ｈ分割

案と同額であり、以下、本件Ｒ一覧表とい

う）のとおりであると考えており、そのう

ちの３分の１に相当する財産を取得するに

当たり、まず、預金及び有価証券を取得し、

次いで、３分の１に不足する分については

不動産又は代償金の取得を希望することな

どを申し入れた。

(ﾊ) その後、本件相続人らは、平成24年１

月18日に第１回目、同年２月29日に第２回

目、同年４月７日に第３回目、同年５月26

日に第４回目、同年７月７日に第５回目、

同年８月25日に第６回目、同年10月３日に

第７回目、同年11月21日に第８回目、同年

12月25日に第９回目、平成25年１月11日に

第10回目、同月28日に第11回目、同年４月

５日に第12回目、及び同年５月７日に第13

回目の各協議を行い、同日付で、本件相続

に係る遺産分割が成立した（以下、Ｒ弁護

士が関与した後の第１回目の協議を「本件

第１回協議」、第４回目の協議を「本件第

４回協議」といい、本件第１回協議から第

11回目の協議までの各協議を併せて「本件

各協議」という）。

なお、請求人Ｄは、平成24年11月６日、

本件相続に関する交渉対応等をＳ弁護士に

委任し、同日以降の協議にはＳ弁護士も関

与した。

(ﾆ) 本件相続人らの間で、本件相続に係る

相続人の範囲についての争いはなく、また、

本件相続に係る相続財産については、本件

Ｒ一覧表に記載されていた財産のほかに、

まる1本件第１回協議までに出資金70,000

円（Ｔ農業協同組合）が追加され、また、

②本件第４回協議までに普通預金1,215,876

円（Ｕ信用金庫ｈ支店No.○○○○）が財

産から削除され（当該普通預金は、請求人

Ｄが本件一次相続により取得したものであ

った）、本件相続に係る遺産の範囲につい

ての争いもなかった。



本件各協議において協議された事項は、

主に、①相続人Ｅが本件一次相続により取

得した預金の一部に係る返済の問題（上記

(ﾛ)の①）、②相続人Ｅが指摘した本件相続

に係る遺産のうち賃貸不動産からの収入の

精算や賃貸不動産の一部について予定され

ている改修工事の費用の精算の問題（上記

(ﾛ)の②）、及び③本件相続に係る代償金の

額の問題であり、③の前提として、本件相

続に係る遺産のうち賃貸不動産の一部の評

価等の事項も協議された（当該不動産の評

価については本件相続人らの間に争いがあ

った）。

(ﾎ) 本件相続に係る遺産は、不動産７物件

（貸家及び貸家建付地３物件、貸宅地３物

件及び自用地１物件）のほか、現金、預貯

金、有価証券及び債権であったところ、本

件相続人らは、平成25年５月７日、不動産

の価額及び有価証券のうち同族会社の株式

の価額について、不動産の一部を除き相続

税評価額を基礎として代償金の額を決定し

て、本件相続に係る遺産分割をした（貸家

１物件及び貸宅地２物件については、価額

を零として代償金の額を決定している）。

ニ 相続税法施行令第４条の２第１項第１号

ないし第３号に規定する事情の有無につい

て

本件申告期限３年経過日において、本件

相続に関し、①訴えの提起、②和解、調停

又は審判の申立て、③民法第907条第３項

若しくは同法第908条の規定により遺産の

分割が禁止され、又は同法第915条第１項

ただし書の規定により相続の承認若しくは

放棄の期間の伸長がされていた事実はなか

った。

(3) 当てはめ

イ 上記(1)のロの(ﾛ)のとおり、相続税法施

行令第４条の２第１項第４号に規定する

「税務署長においてやむを得ない事情があ

ると認める場合」に該当するか否かの判断

は、相続に係る申告期限の翌日から３年を

経過する日において、客観的に遺産分割が

できないと認められる状態にあったといえ

るか否か（本件特例の適用においては、遺

産のうち特例対象宅地等の分割ができない

と認められる状態にあったといえるか否か）

により行うことが相当である。

しかるに、本件の場合、本件相続に係る

共同相続人は、本件相続人らであり（上記

１の(4)のイ）、本件相続に係る相続人の範

囲についての争いはなく（上記(2)のハの

(ﾆ)）、本件相続に係る相続人の範囲は本件

申告の時点で確定していたこと、本件相続

に係る遺産は、本件申告後にその存在が判

明したものは、Ｎ信用金庫の出資金10,000

円（上記(2)のロの(ﾊ)）、Ｐ銀行ｇ支店の

普通預金4,767円（上記(2)のロの(ﾊ)）、及

びＴ農業協同組合の出資金70,000円（上記

(2)のハの(ﾆ)）であり、また、本件申告後

に遺産ではないと判明したものは、Ｕ信用

金庫ｈ支店の普通預金1,215,876円（上記

(2)のハの(ﾆ)）であり、本件相続に係る遺

産の範囲は遅くとも本件第４回協議時まで

には確定していたことからすると、遅くと

も本件第４回協議が行われた平成24年５月

26日までには、本件相続について遺産分割

の前提となる事項は争いなく確定していた

ものと認められる。

そして、本件各協議において協議された

事項は、主に、①相続人Ｅが本件一次相続

により取得した預金の一部に係る返済の問

題、②相続人Ｅが指摘した本件相続に係る

遺産のうち賃貸不動産からの収入の精算や



賃貸不動産の一部について予定されている

改修工事の費用の精算の問題、及び③本件

相続に係る代償金の額の問題（③の前提と

して、本件相続に係る遺産のうち賃貸不動

産の一部の評価等の事項も含む。以上につ

き、上記(2)のハの(ﾆ)のとおり）である。

遺産分割手続とは、相続開始時に存在し、

遺産分割時点でも存在する積極財産を相続

分に応じて分配する手続であるところ、上

記①は本件一次相続に係る相続財産に関す

る事項であり、上記②は本件相続に係る遺

産から相続開始後に生ずる遺産収益等の分

配等に関する事項であるから、いずれも遺

産分割との関係では付随事項である（これ

らの点は、相続人又は遺産の範囲の問題の

ようなその問題を解決しない限り論理的に

遺産分割ができない前提事項とは異なり、

その問題が解決されなくても遺産分割をす

ることは可能である）。それにもかかわら

ず、本件相続人らは、上記①及び②の各事

項を本件各協議における主な協議事項とし

ており、本件相続に係る遺産分割の協議に

際してこのような付随事項に係る問題の解

決を併せて図ろうとしたことが、遺産分割

の遅延の一因であることは否めない。他方、

上記③は正に本件相続に係る遺産分割の方

法に係る事項であり、代償分割によるか否

か、また、代償分割によった場合の代償金

の額を協議するためには、共同相続人の間

で遺産の評価について争いがないことが必

要であるとはいえ、本件相続に係る遺産の

うち、各不動産については、本件申告時ま

でに相続税評価額による評価が存在し、そ

の上、ａ県ｂ市ｅ町○－○所在の宅地を除

く不動産については、本件評価書による評

価も存在しており（上記(2)のロの(ﾛ)）、

本件申告期限３年経過日までに当該各評価

のいずれかを基礎として遺産分割をするこ

とは客観的に可能であり、代償金の額を決

するに当たり本件各協議を重ねたのは、本

件相続人らの中に上記２種類の評価では納

得しなかった者がいたためである（上記

(2)のハの(ニ)）。

そうすると、本件においては、本件申告

期限３年経過日において、客観的に遺産分

割ができないと認められる状態にあったと

はいえない。

したがって、本件は、本件相続に係る財

産のうち特例対象宅地等が本件申告期限３

年経過日までに分割されなかったこと及び

当該特例対象宅地等の分割が遅延したこと

につき、相続税法施行令第４条の２第１項

第４号に規定する「税務署長においてやむ

を得ない事情があると認める場合」には該

当しない。

ロ そして、本件相続に関し、○ア訴えの提起、

○イ和解、調停又は審判の申立てはされてお

らず、また、○ウ遺産の分割が禁止され又は

相続の承認若しくは放棄の期間も伸長され

ていないこと（上記(2)のニ）からすると、

相続税法施行令第４条の２第１項第１号な

いし第３号に規定する事情もないから、本

件については、措置法第69条の４第４項た

だし書に規定する「政令で定めるやむを得

ない事情がある場合」には該当しない。

(4) 請求人らの主張について

イ 請求人らは、法令の文理上「客観的」と

いう文言はなく、税務署長は、一定の裁量

権の下、個別具体的事案について一般に日

本国民が常識的にやむを得ないと判断する

程度の事情があれば、相続税法施行令第４

条の２第１項第４号に規定する「税務署長

においてやむを得ない事情があると認める

場合」に該当する旨主張する（上記３「請

求人らの主張」欄の(1)）。



しかしながら、本件特例の趣旨及び本件

特例が適用されるのを一定の場合に限った

趣旨からすると、遺産の分割の前提となる

事項について争いがなく、客観的に遺産分

割ができ得る状態にあるにもかかわらず、

相続に係る申告期限の翌日から３年を経過

する日までに遺産のうち特例対象宅地等が

分割されなかった場合には、本件特例の対

象とすべきではなく（上記(1)のロの(ﾛ)）、

このことは、法令の文理上、遺産分割が可

能かどうかの判断について客観的に判断す

るとの文言がないからといって、左右され

るものではない。また、請求人らの主張は

「日本国民が常識的にやむを得ないと判断

する」ものであるか否かをどのように判断

するのかは必ずしも明らかではないが、仮

に主観的に判断するというのであれば、法

的安定性を損なうものである。

したがって、請求人らの主張を採用する

ことはできない。

ロ また、上記イの点をおくとしても、請求

人らが相続税法施行令第４条の２第１項第

４号に規定する「税務署長においてやむを

得ない事情があると認める場合」に該当す

ると主張する根拠として挙げる事情につい

ては、次に指摘する点があるから、請求人

らの主張には理由がない。

(ｲ) 請求人らは、相続人Ｅが当初選任した

弁護士の多忙、病気による別の弁護士への

交代等の請求人らの責めに帰すことのでき

ない第三者の事情と当該事情に基づく弁護

士の解任により、本件相続に係る遺産分割

協議は、最初の約２年間は何の進展も見ら

れなかった旨の事情を挙げる（上記「請求

人らの主張」欄の(2)のイ）。

この点、確かに、Ｊ弁護士及びＫ弁護士

が相続人Ｅに対して、着手金の一部及び預

り金の精算金を支払う旨の紛議調停が成立

していること（上記(2)のロの(ﾎ)）からす

ると、Ｈ法律事務所に所属する弁護士が本

件相続に係る遺産分割協議に関与している

間、必ずしも協議が順調に進んでいたとは

言い難いことがうかがわれる。しかしなが

ら、①Ｈ法律事務所は、○ア本件相続に係る

遺産のうち不動産の評価を本件不動産業者

に依頼し（上記(2)のロの(ﾛ)）、○イ本件評

価書に記載された評価額に基づき本件Ｈ分

割案を作成しており（上記(2)のロの(ﾊ)）、

また、②平成22年11月24日の遺産分割協議

において、今後は代償金の額が協議の焦点

となるため、遺産のうち不動産について本

件不動産業者に再評価を依頼するかどうか

を検討することとなっていた（上記(2)の

ロの(ﾆ)）ものである（なお、Ｒ弁護士の

関与後の本件相続に係る遺産分割協議は、

当初は本件Ｈ分割案を基礎として進められ

た（上記(2)のハの(ﾛ)））。

上記のとおり、Ｈ法律事務所に所属する

弁護士により、本件相続に係る遺産分割協

議の前提となる本件Ｈ分割案が作成され、

その上で遺産のうちの不動産の再評価を検

討していたことなどからすると、本件相続

に係る遺産分割協議は、最初の約２年間は

何の進展も見られなかったとの事情を根拠

として、相続税法施行令第４条の２第１項

第４号に規定する「税務署長においてやむ

を得ない事情があると認める場合」に該当

するとする請求人らの主張は、前提事実を

欠くものであり、理由がない。

(ﾛ) 請求人らは、相続人Ｅが新たな弁護士

を選任し、法律の専門家である弁護士を交

えて、通常の家事調停に匹敵する時間や回

数を重ねて本件相続に係る遺産分割協議を

行ったという事情があり、弁護士が間に入

った任意の遺産分割協議は、家事調停と同

様の法律的解決方法として妥当な選択であ



る旨の事情を挙げる（上記「請求人らの主

張」欄の(2)のロ）。

この点、確かに、Ｒ弁護士が関与するこ

ととなった後本件申告期限３年経過日まで

の間に、計11回に及ぶ本件各協議が行われ

ている（上記(2)のハの(ﾊ)）。しかしなが

ら、①遅くとも本件第４回協議が行われた

平成24年５月26日までには、本件相続につ

いて遺産分割の前提事項は争いなく確定し

ており（上記(3)のイ）、②本件各協議にお

いて協議された事項の中には、本件相続に

係る遺産分割との関係では付随事項（上記

(3)のイの①及び②）もあった上、③本件

各協議において協議された事項のうち、本

件相続に係る各不動産については、本件申

告時までに相続税評価額による評価が存在

し、その上、ａ県ｂ市ｅ町○－○所在の宅

地を除く不動産については、本件評価書に

よる評価も存在しており（上記(2)のロの

(ﾛ)）、上記(3)のイで述べたとおり、当該

各評価のいずれかを基礎として遺産分割を

することは客観的に可能であった。

したがって、本件では弁護士を交えて通

常の家事調停に匹敵する時間や回数を重ね

た任意の遺産分割協議という方法は家事調

停と同様の法律的解決方法として妥当な選

択である旨の事情を根拠として、相続税法

施行令第４条の２第１項第４号に規定する

「税務署長においてやむを得ない事情があ

ると認める場合」に該当するとする請求人

らの主張には、理由がない。

(ﾊ) 請求人らは、本件相続に係る財産が多

数・多額に上ったため、各財産を把握した

上で一つ一つの財産の事情を勘案し、本件

相続人ら各人の納得のいく評価方法を採用

するには、相当の時間を要した旨の事情を

挙げる（上記「請求人らの主張」欄の(2)

のハ）。

しかしながら、本件相続に係る遺産のう

ちその評価に争いがあったのは主に不動産

である（上記(2)のハの(ﾆ)）ところ、上記

(3)のイで述べたとおり、本件相続人らが

代償金の額を決するに当たり本件各協議を

重ねたのは、本件相続人らの中に本件申告

時までに存在した２種類の評価では納得し

なかった者がいたためであり（このことは、

請求人らが「本件相続人ら各人の納得のい

く評価方法を採用するには、相当の時間を

要した」旨の事情を挙げていることからも

明らかである）、かかる事情からすると、

本件申告期限３年経過日において、客観的

に遺産分割ができないと認められる状態に

あったとはいえない。

したがって、本件相続人ら各人の納得の

いく評価方法を採用するには相当の時間を

要した旨の事情を根拠として、相続税法施

行令第４条の２第１項第４号に規定する

「税務署長においてやむを得ない事情があ

ると認める場合」に該当するとする請求人

らの主張には、理由がない。

(5) 本件特例各却下処分について

上記(3)のとおり、本件相続については、

措置法第69条の４第４項ただし書に規定す

る「政令で定めるやむを得ない事情がある

場合」に該当しないことから、本件特例各

却下処分はいずれも適法である。

《参照条文等》

租税特別措置法（平成22年３月法律第６

号による改正前のもの）第69条の４第４項

租税特別措置法施行令（平成22年３月政

令第58号による改正前のもの）第40条の２

第11項

相続税法施行令第４条の２第１項第４号

相続税法基本通達19の２－15




